
新項目（令和2年4月１日より）
検査内容項目名

●赤痢菌
●サルモネラ属菌（チフス菌･パラチフスA菌を含む）
●腸管出血性大腸菌（O157・O26・O111 ・その他）

腸
内
細
菌
検
査

公益財団法人
栃木県保健衛生事業団
URL https://tochigi-health.or.jp

健診推進課
栃木県保健

〒320-8503  栃木県宇都宮市駒生町3337-1
TEL.028－623－8383　FAX.028－623－8585

アクセスQR

◎お問合せ

検体をお預かりした日から２～５営業日で結果が判明します。（従来とほぼ同じ日数で提供可能です）

◎ 結果を提供するまでの所要日数

このたび（公財）栃木県保健衛生事業団では、2020年4月より食品取扱従事者の衛生管理と健康管理の向上を目的に、赤痢
菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌由来の遺伝子を同時にスクリーニングする検査法（ＰＣＲ法検査）に変更します。

◎ 2020年4月より検査方法が変わります

腸内細菌検査（検便）の
検査方法が変更になります

何らかの原因菌を持っていて、下痢や嘔吐などの症状がない「無症状病原体保有者」をいち早く見つけ出すためには、定期的
な腸内細菌検査（検便）を行う必要があり、「大量調理施設衛生管理マニュアル」では腸管出血性大腸菌を含む検便は月に1回
以上、「学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準」では月2回以上の検便が規定されています。

◎ 検査の必要性

①患者・無症状病原体
　保有者

②保菌者の糞便 ③媒介者 ⑤食事・感染④調理器具・食品・水道レバー・取っ手・
　ドアノブに食中毒菌が付着

腸管出血性大腸菌は、毒性の強い『ベロ毒素』を産生します。
O157が有名ですが、その他に約180種類もの血清型があり、
強い感染力を持っています。感染すると、激しい腹痛、水様性の
下痢、血便の症状などが見られます。

◎ 腸管出血性大腸菌はO157だけじゃない
○検査項目について　　
現在下記の通りA・B・C・Dの４項目に分かれていますが、
令和2年4月１日より新項目に1本化されます。

従来項目（現在）
検査内容項目名

赤痢菌・サルモネラ属菌（チフス菌･パラチフスA菌を含む）Ａ項目
Ａ項目＋腸管出血性大腸菌O157Ｂ項目
Ａ項目＋腸管出血性大腸菌O157・O26Ｃ項目
Ａ項目＋腸管出血性大腸菌O157・O26・O111Ｄ項目

O157
O26

O121
O103
O111
O145

O91
O115 O8 O128 その他

腸管出血性大腸菌（EHEC）血清型別検出割合

腸管出血性大腸菌の
検査とは、O157、
O26、O111だけで
なくその他の血清型
も検査の対象に含ま
れます。

資料：国立感染症研究所
　　　「2018年病原微生物検出情報」
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